
 

第５３０回 海 務 協 議 会 
 

 

（１）日時：平成２７年１月１５日（木）１３：３０～ 

 

（２）場所：第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

 

（３）議題：  

 

１．外国貿易船に係る「とん税（特別とん税）の二重納付事例」について 

監視部：菅 上席監視官 

 

２．出港前報告制度に係る「積荷情報の訂正等」について 

監視部：菅 上席監視官 

 

３．「平成 25 事務年度の関税及び内国消費税脱税事件に係る犯則調査結果」について 

監視部：佐々木 統括監視官 

 

 

 

 

（４）その他・質疑応答 

 

 

 
開催予定日  平成２７年 ３月 １１日 （水）開催予定 

 

開 催 場 所  第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

 

当協会に関するご質問、議題等提起がございましたら、 

お気軽に事務局宛にご連絡下さい。 

 

公益財団法人 日本関税協会横浜支部 

ＴＥＬ０４５－６８０－１７５７ 

ＦＡＸ０４５－６８０－１７５８ 

Ｅ－ｍａｉｌ bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 

 

http://www.yokohama-customs.go.jp （横浜税関） 

http://www.kanzei.or.jp   （日本関税協会） 

http://www.kanzei.or.jp/yokohama/ （日本関税協会横浜支部） 



 

 

１．外国貿易船に係る「とん税（特別とん税）の二重納付事例」について 

 

 先般、当関管内の署所にて「とん税等の二重納付」が発生しました。概要については以下の通りです。 

 

＜概要＞ 

 ① そもそも、NACCS 上に当該外国貿易船に係る「船舶基本情報」が「２件」存在していた。 

  ※信号符字（コールサイン）が、「AB-1234（ハイフン有り）」と「AB1234（ハイフン無し）」の２件が存在

（船舶国籍証書及び国際トン数証書上の信号符字は『ハイフン有り』） 

 ② 当該外国貿易船の入港手続きを担当する船舶代理店は、事前情報として「ハイフン無し」の信号符字を入

手しており、これにより NACCS 上の船舶基本情報を照会し、「当該港におけるとん税等の一時納付情報が

無い」ことを確認した。 

  ※実は、「ハイフン有り」の船舶基本情報に、当該港におけるとん税等の一時納付情報が存在していた 

 ③当該外国貿易船入港後、船舶代理店は、入港手続きに併せ NACCS にてとん税等の納付申告（都度納付）を

行った。 

  ※納付方法について、「オンライン・リアルタイム口座（口座振替方式）」が選択（申告、即納付処理）さ

れたため、削除等の処理が行えず「誤（二重）納付」となった 

 

 NACCS に船舶基本情報を登録する際は、「船舶基本情報登録（VBX 業務）」にて行うことになりますが、「船舶

コード欄」入力方法は以下の通りです。 

 

＜VBX 業務：「船舶コード欄」の入力方法（NACCS 事務処理要領より抜粋）＞ 

本船運航者等が船舶基本情報をシステムに登録する場合は、船舶国籍証書等の記載内容に基づき、 

・船舶の信号符字（コールサイン）を必須入力する 

・信号符字を持たない船舶の場合は、船舶番号を必須入力する 

・信号符字及び船舶番号を持たない漁船の場合は、漁船登録番号の先頭に「＠」を付して「－（ハイフン）」

を除いて必須入力する 

 

＜本ケースにおける是正（不要な船舶基本情報の削除等）方法（NACCS 事務処理要領より抜粋）＞ 

 ① 不要な船舶コードに係る船舶基本情報に「有効なとん税等の一時納付情報」が紐付いているため、まずは

これを削除する必要があり、そのため本船運航者等が「NACCS 登録情報変更願」に、訂正前の（不要な）

船舶コード、訂正後の（有効な）船舶コード、船舶名、純トン数及びとん税等の一時納付情報の削除（移

行）が必要な理由等を記載のうえ、税関に提出する。 

 ② 税関にて、提出された「NACCS 登録情報変更願」に基づき、不要な船舶コードに係る船舶基本情報に紐付

く「有効なとん税等の一時納付情報」を一旦削除し、有効な船舶コードに係る船舶基本情報に移行する。 

 ③ 不要な船舶コードに係る船舶基本情報に「有効なとん税等の一時納付情報」がなくなった後に、当該船舶

基本情報を本船運航者等が「船舶基本情報訂正（VBY 業務）」にて削除する。 

なお、船舶基本情報が削除されたときは、当該船舶に係る船舶運航情報、乗組員情報、旅客情報及び船用

品情報が併せて削除される。 

 

  一つの外国貿易船に対し NACCS 上に複数の船舶基本情報が存在することを把握した場合には、速やかに税関

にご連絡いただくとともに、対処方法についてご相談願います。 

平 成 2 7 年 1 月 1 5 日 

第 529 回海務協議会資料 



積荷情報の訂正等について
（平成26年11月作成）
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積荷情報について、

① 報告した積荷情報の内容に変更（運送契約の変更を含む。）が生じた場合

② 積載する船舶の変更（トランシップを含む。）を行った場合

③ 不一致情報が出力された場合

④ 税関から報告内容の訂正等の要請を受けた場合

の訂正等にかかる具体的な対応は、以下のとおりです。

なお、サービスプロバイダー経由で報告されている場合には、サービスプロバイダーのシステ

ムにより対応方法が異なることがありますので、ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせ

ください。

不適切な報告がある場合や税関からの指示に対して適切な対応が図られなかった場合には、

以下の方法で税関から連絡し、回答を求めることがあります。税関から連絡を受けた場合には、

速やかに内容を確認してください。

① サービスプロバイダー経由の報告者の場合

申請者ＩＤシステムに登録されている連絡先メールアドレス宛に通知を行います。

② 上記①以外の報告者（ＮＡＣＣＳ利用者）の場合

情報伝達（ＭＳＡ）業務を利用して、報告者の利用者ＩＤ宛に通知を行います。

○ 報告者の皆様へのお願い
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積荷情報の訂正等について

○ オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌに基づく積荷情報の訂正

ＡＴＤ前

ＡＴＤ後

税関からの
事前通知あり

税関からの
事前通知なし

Ｂ／Ｌ番号の訂正 １．（１）イ １．（１）ロ

船舶情報の訂正 １．（２）イ １．（２）ロ

上記以外の項目
の訂正

１．（３）イ １．（３）ロ 訂正不可

ＡＴＤ前 ＡＴＤ後

ハウスＢ／Ｌ報告
完了報告実施前

ハウスＢ／Ｌ報告
完了報告実施後

税関からの
事前通知あり

税関からの
事前通知なし

ハウスＢ／Ｌ番号
の訂正

２．（１）イ① ２．（１）イ② ２．（１）ロ

マスターＢ／Ｌ番号
の訂正

２．（２）イ① ２．（２）イ② ２．（２）ロ 訂正不可

船舶情報の訂正 ２．（３）イ ２．（３）ロ

上記以外の項目
の訂正

２．（４）イ ２．（４）ロ 訂正不可

○ ハウスＢ／Ｌに基づく積荷情報の訂正

積荷情報の訂正等にかかる具体的な対応にあたっては、下記の表を参考にしてください。
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積荷情報の訂正等について

（１）Ｂ／Ｌ番号（オーシャンＢ／Ｌ番号又はマスターＢ／Ｌ番号）の訂正

イ．出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施前

出港前報告訂正（ＣＭＲ）業務において、処理区分コード欄で「１」（削除）を選択し、訂正前の積

荷情報を削除した後、出港前報告（ＡＭＲ）業務において、処理区分コード欄で「９」（新規登録）を

選択して、正しいＢ／Ｌ番号の積荷情報を改めて報告してください。

ロ．出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施後

出港前報告訂正（ＣＭＲ）業務において、処理区分コード欄で「２」（追加）を選択し、正しいＢ／

Ｌ番号で再報告をしてください。

（２）船舶情報（船舶コード、船会社コード、航海番号、船積港コード及び船積港枝番）の訂正

イ．訂正後の船舶情報に関する出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施前

訂正前の積荷情報の削除を行うことなく、出港前報告（ＡＭＲ）業務において、処理区分コード欄で

「９」（新規登録）を選択し、正しい船舶情報の積荷情報を再報告してください。この場合、再報告さ

れた内容が上書きされます。

ロ．訂正後の船舶情報に関する出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施後

訂正前の積荷情報の削除を行うことなく、出港前報告訂正（ＣＭＲ）業務において、処理区分コード

欄で「２」（追加）を選択し、正しい船舶情報の積荷情報を再報告してください。この場合、再報告さ

れた内容が上書きされます。

１．オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌに基づく積荷情報の訂正



積荷情報の訂正等について

税関からの事前通知を受けている場合には、出港前報告訂正（ＣＭＲ）業務において、処理区分コー

ド欄で「５」（訂正）を選択し、税関からの指示に基づく訂正をしてください。

なお、税関からの事前通知を受けていない場合には、訂正をすることができませんので、後続業務で

ある「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務において、正しい内容を登録してください。

※ 税関は、リスク分析の結果、必要と判断した場合に事前通知を実施しており、報告者から報告した積荷情報の訂正等を可能と

なるよう事前通知の実施を要請されたとしても、事前通知を実施することはありません。

（３）上記（１）及び（２）以外の項目の訂正

イ．出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施前

出港前報告訂正（ＣＭＲ）業務において、処理区分コード欄で「５」（訂正）を選択し、必要な項目

の訂正をしてください。

ロ．出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施後
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積荷情報の訂正等について

（１）ハウスＢ／Ｌ番号の訂正

イ．出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施前

出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務において、処理区分コード欄で「１」（削除）を選

択し、訂正前の積荷情報を削除した後、出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）業務において、処理区

分コード欄で「９」（新規登録）を選択して、正しいハウスＢ／Ｌ番号の積荷情報を再報告してくださ

い。

② ハウスＢ／Ｌ報告完了報告実施後

出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務において、処理区分コード欄で「１」（削除）を選

択し、訂正前の積荷情報を削除した後、出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務において、処

理区分コード欄で「２」（追加）を選択して、正しいハウスＢ／Ｌ番号の積荷情報を再報告してくださ

い。

ロ．出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施後

出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務において、処理区分コード欄で「２」（追加）を選

択し、正しいハウスＢ／Ｌ番号の積荷情報を再報告してください。

5

① ハウスＢ／Ｌ報告完了報告実施前

２．ハウスＢ／Ｌに基づく積荷情報の訂正



積荷情報の訂正等について

② ハウスＢ／Ｌ報告完了報告実施後

出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務において、処理区分コード欄で「１」（削除）を選

択し、訂正前の積荷情報を削除した後、出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務において、処

理区分コード欄で「２」（追加）を選択して、正しいマスターＢ／Ｌ番号の積荷情報を再報告してくだ

さい。

ロ．出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施後

税関からの事前通知を受けている場合には、出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務におい

て、処理区分コード欄で「１」（削除）を選択し、訂正前の積荷情報を削除した後、出港前報告訂正

（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務において、処理区分コード欄で「２」（追加）を選択して、正しいマ

スターＢ／Ｌ番号の積荷情報を再報告してください。

なお、税関からの事前通知を受けていない場合には、訂正をすることができませんので、後続業務で

ある「混載貨物情報登録（ＮＶＣ０１）」業務において、正しい内容を登録してください。

※ マスターＢ／Ｌ番号のほか船舶情報の訂正も併せて行う必要がある場合には、後記２－（３）を参照してください。

※ 税関は、リスク分析の結果、必要と判断した場合に事前通知を実施しており、報告者から報告した積荷情報の訂正等を可能と

なるよう事前通知の実施を要請されたとしても、事前通知を実施することはありません。 6

（２）マスターＢ／Ｌ番号の訂正

イ．出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施前

出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務において、処理区分コード欄で「１」（削除）を選

択し、訂正前の積荷情報を削除した後、出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）業務において、処理区

分コード欄で「９」（新規登録）を選択して、正しいマスターＢ／Ｌ番号の積荷情報を再報告してくだ

さい。

① ハウスＢ／Ｌ報告完了報告実施前



（３）船舶情報（船舶コード、船会社コード、航海番号、船積港コード及び船積港枝番）の訂正

イ．訂正後の船舶情報に関する出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施前

訂正前の積荷情報の削除を行うことなく、出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）業務において、処

理区分コード欄で「９」（新規登録）を選択し、正しい船舶情報の積荷情報を再報告してください。こ

の場合、再報告された内容が上書きされます。

ロ．訂正後の船舶情報に関する出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施後

訂正前の積荷情報の削除を行うことなく、出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務において、

処理区分コード欄で「２」（追加）を選択し、正しい船舶情報の積荷情報を再報告してください。この

場合、再報告された内容が上書きされます。

積荷情報の訂正等について

税関からの事前通知を受けている場合には、出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務におい

て、処理区分コード欄で「５」（訂正）を選択し、税関からの指示に基づく訂正をしてください。

なお、税関からの事前通知を受けていない場合には、訂正をすることができませんので、後続業務で

ある「混載貨物情報登録（ＮＶＣ０１）」業務において、正しい内容を登録してください。

※ 税関は、リスク分析の結果、必要と判断した場合に事前通知を実施しており、報告者から報告した積荷情報の訂正等を可能と

なるよう事前通知の実施を要請されたとしても、事前通知を実施することはありません。

（４）上記（１）～（３）以外の項目の訂正

イ．出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施前

出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）業務において、処理区分コード欄で「５」（訂正）を選

択し、必要な項目の訂正をしてください。

ロ．出港日時報告（ＡＴＤ）業務実施後
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犯則調査トピックス 
 

 
● 処分した事件を輸入形態別･犯則態様別にみると、航空機旅客の携帯密輸事件は 118 件(前年度

比 46％増)と過去 10 年で最高を記録し、全体(133 件)の約９割を占めました。 

● 航空機旅客の携帯密輸事件を仕出地別にみると、韓国からのものが 67件と全体(118 件)の約６

割を占め、次いで中国からのものが 30 件でした。また、韓国からのものを品目別にみて件数が

多いのは、たばこ、化粧品、バッグ類でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 原産地を偽った脱税事件としては過去 10 年で最高となる高額脱税事件を告発しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 過去４年間における金の密輸事件に係る脱税額の推移をみると、約１千万円から約３千万円と

約３倍に増加しており、金の携帯密輸が増加傾向にあります。 

● 密輸に係る金はその大部分が金地金で、全て航空機旅客が携帯品や身辺に隠匿する手口で密輸

しようとしたものです。 

   

 

原産地を偽った高額脱税事件を告発 

【別添２】

航空機旅客による金の携帯密輸が増加傾向 

神戸税関は、平成 26 年３月、原産地認定のルール上、中国や日本で製造した靴の部分品を使用

してカンボジアで製造した靴は、カンボジア原産とは認められないにもかかわらず、同国原産で

ある旨の虚偽の輸入申告を 71回にわたり行い、“約２億３千万円”もの関税等を免れた法人及び

その代表１名を告発しました。 

韓国来航空機旅客による携帯密輸事件を多数処分 

（参考３）金の密輸事件に係る脱税額の推移        （写真）免税袋等に分散隠匿していた約64kg の金地金  

（参考１）処分した事件の内訳                           （参考２）韓国来航空機旅客による密輸品 

（上位５品目）
【輸入形態別】      【犯則態様別（携帯品）】   【仕出地別（航空機旅客）】 
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（脱税額：万円）

（事務年度）

韓国

たばこ 26件 70件

化粧品 12件 12件

バッグ類 11件 15件

金 ５件 ８件

時計 １件 ２件

品目 全体

（注）１事件で、複数の品目があった場合は、
主たる品目に計上。









犯則調査トピックス 
 

 
● 処分した事件を輸入形態別･犯則態様別にみると、航空機旅客の携帯密輸事件は 118 件(前年度

比 46％増)と過去 10 年で最高を記録し、全体(133 件)の約９割を占めました。 

● 航空機旅客の携帯密輸事件を仕出地別にみると、韓国からのものが 67件と全体(118 件)の約６

割を占め、次いで中国からのものが 30 件でした。また、韓国からのものを品目別にみて件数が

多いのは、たばこ、化粧品、バッグ類でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 原産地を偽った脱税事件としては過去 10 年で最高となる高額脱税事件を告発しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 過去４年間における金の密輸事件に係る脱税額の推移をみると、約１千万円から約３千万円と

約３倍に増加しており、金の携帯密輸が増加傾向にあります。 

● 密輸に係る金はその大部分が金地金で、全て航空機旅客が携帯品や身辺に隠匿する手口で密輸

しようとしたものです。 

   

 

原産地を偽った高額脱税事件を告発 

【別添２】

航空機旅客による金の携帯密輸が増加傾向 

神戸税関は、平成 26 年３月、原産地認定のルール上、中国や日本で製造した靴の部分品を使用

してカンボジアで製造した靴は、カンボジア原産とは認められないにもかかわらず、同国原産で
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